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コロナ禍で何かと不自由な状況の中、梅雨の季節を迎え、蒸し暑い日が

続いておりますが、本日ここに６月定例会の開催をお願いいたしましたと

ころ、ご出席賜りありがとうございました。  

 

ただいま上程されました各議案の提案理由の説明に入ります前に、今回

の補正予算の概要について説明申し上げます。  

 

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策として、感染拡大防

止と社会経済活動の両立を図るため、感染状況が落ち着いてきた段階を見

据え、長崎県の施策と連動し、本市独自の「佐世保市内でゆったり宿泊キ

ャンペーン事業」や「飲食店来店応援事業」などの経済対策を計上し、本

市経済の回復・活性化に向けた準備を行うとともに、新型コロナウイルス

感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実

情を踏まえた生活の支援を行う観点から、すでに支給を開始しているひと

り親世帯に加え、ひとり親世帯以外の世帯へ特別給付金の支給を行う「低

所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」や総合支援資

金の再貸付が終了した世帯などに対し、就労による自立などを図るための

支援金の支給を行う「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支

給事業費」、および変異株スクリーニング検査に対応しつつ、基本検査の拡

充を図るための「新型コロナウイルス感染症対策事業費」など、合計で７億

３，５９２万円を計上いたしております。  

また、 国の 補助 決 定など に伴 うも の として 、鯨 瀬タ ー ミナル に係 る    

フ ェ リ ー 岸 壁 の 改 修 を 行 う 鯨 瀬 タ ー ミ ナ ル 周 辺 機 能 再 編 事 業 費 な ど    

４，３９０万円を計上したほか、主要設備の整備を行う排水ポンプ施設維

持管理事業費や、ＩＲの誘致・実現に向けた針尾下水処理場の増強に係る

現施設の耐震診断を行うための都市インフラ検討事業費（ＩＲ関連）など

２億９，３６１万円を計上し、一般会計の合計で１０億７，３４３万円を

計上いたしております。  

特別会計においては、国民健康保険事業、介護保険事業および後期高齢

者医療事業の各会計において、新型コロナウイルス感染症の影響により収

入が減少した被保険者等に対し、保険税または保険料の減免措置を講じる

ことに伴う歳入予算の組み替えや後期高齢者医療広域連合納付金の減など、

合計で２１万円を減額計上し、全会計合わせて１０億７，３２２万円を計

上いたしております。  

 

それでは各議案につきまして提案理由を説明申し上げます。  

 

第６１号議案  令和３年度佐世保市一般会計補正予算（第４号）  

今回の補正予算は、１０億７５６万円でございまして、この結果、予算
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の総額は、１，１８１億４，８０４万円と相成っております。  

総務費でございますが、総務管理費におきまして、都市インフラ検討事

業費（ＩＲ関連）や水資源確保等対策事業費など７，７３４万円を計上し、

市民諸費におきまして、コミュニティ助成事業費５７０万円を計上いたし

ております。  

民生費でございますが、社会福祉費におきまして、国民健康保険事業特

別会計繰出金３０万円を計上し、児童福祉費におきまして、低所得の子育

て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金２億５，１７６万円を計上

いたしております。  

衛生費でございますが、保健所費におきまして、新型コロナウイルス感

染症対策事業費５８５万円を計上いたしております。  

商工費でございますが、商工費におきまして、飲食店来店応援事業費  

１億６４万円を計上し、観光費におきまして、佐世保市内でゆったり宿泊

キャンペーン事業費など３億１，１５０万円を計上いたしております。  

土木費でございますが、河川費におきまして、排水ポンプ施設維持管理

事業費２億８８０万円を計上いたしております。  

港湾費でございますが、港湾建設費におきまして、鯨瀬ターミナル周辺

機能再編事業費３，８２０万円を計上いたしております。  

公債費でございますが、公債費におきまして、災害復旧事業債に係る元

金の繰上償還など７４７万円を計上いたしております。  

これらの経費を賄う財源といたしまして、  

国庫支出金   ６億９，５３２万円  

県支出金        ４６４万円  

繰越金       ５，５１０万円  

市債      ２億４，０２０万円  

寄附金など     １，２３０万円  

をそれぞれ計上いたしております。  

 

なお、繰越明許費および地方債の補正につきましても、所定の様式によ

りご審議願うものでございます。  

 

第６２号議案  令和３年度佐世保市国民健康保険事業特別会計補正予算

（第１号）  

今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少

した被保険者等に対し、国民健康保険税の減免措置を講じることに伴い、

歳入において保険税８，０４９万円を減額計上し、県支出金や繰越金など

８，０７９万円を計上するとともに、歳出において事務経費３０万円を計

上し、歳入歳出それぞれ３０万円を計上いたしております。  
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第６３号議案  令和３年度佐世保市介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）  

今回の補正予算は、第６２号議案と同様、新型コロナウイルス感染症の

影響により収入が減少した被保険者等に対し、介護保険料の減免措置を講

じることに伴い、歳入において保険料７７１万円を減額計上し、国庫支出

金及び繰入金７７１万円を計上いたしております。  

 

第６４号議案  令和３年度佐世保市後期高齢者医療事業特別会計補正予算

（第１号）  

今回の補正予算は、第６２号議案及び第６３号議案と同様、新型コロナ

ウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、長崎県後

期高齢者医療広域連合が保険料の減免措置を講じることに伴い、歳入にお

いて保険料５１万円を減額計上するとともに、歳出において後期高齢者医

療広域連合納付金５１万円を減額計上し、歳入歳出それぞれ５１万円を計

上いたしております。  

 

第６５号議案  佐世保市情報通信技術を活用した行政手続の推進に関する

条例制定の件  

行政手続等に係る利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図

るため、情報通信技術を利用する方法により手続等を行うに際し必要な事

項を定めるものでございます。  

 

第６６号議案  佐世保市特定個人情報の保護等に関する条例の一部改正の

件  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、条文中の引用条項等を整理するものでございます。  

 

第６７号議案  佐世保市税条例の一部改正の件  

地方税法等の一部改正に伴い、個人市民税均等割の非課税判定における

扶養親族の範囲を整理し、軽自動車税種別割において一定の環境性能を有

する三輪以上の軽自動車の税率の軽減期間を延長するとともに、条文中の

引用条項等を整理するものでございます。  

 

第６８号議案  佐世保市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正の件  

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、婦人保護

施設における諸記録の作成、保存等について、電磁的記録によることがで

きるものとするものでございます。  
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第６９号議案  佐世保市手数料条例の一部改正の件  

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の一部改正に伴い、個人番号カードの再交付に係る手数料の規定を削除

するものでございます。  

 

第７０号議案  佐世保市都市再生協議会条例制定の件  

本市の附属機関として新たに設置する佐世保市都市再生協議会の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものでございます。  

 

第７１号議案  佐世保市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例制

定の件  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部改正に伴い、指定障害福祉サービス事業者等による諸記録の作成、保存

等及び利用者への説明等について、電磁的記録等によることができるもの

とするものでございます。  

 

第７２号議案  佐世保市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正の件  

救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関す

る基準及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う

書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部改正に伴

い、非常災害時等における業務継続計画の策定等、保護施設の設備及び運

営に関する基準について所要の改正を行うものでございます。  

 

第７３号議案  佐世保市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正の件  

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、児童福祉

施設における諸記録の作成、保存等について、電磁的記録によることがで

きるものとするものでございます。  

 

第７４号議案  佐世保市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部改正の件  

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業者

における連携協力を行う認定こども園等の確保に係る規定の除外の条件に

ついて整備を行い、条文中の文言整理を行うものでございます。  
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第７５号議案  佐世保市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正の件  

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、家庭

的保育事業者等における諸記録の作成、保存等について、電磁的記録によ

ることができるものとするとともに、条文中の文言整理を行うものでござ

います。  

 

第７６号議案  工事請負契約締結の件  

大黒住宅３番館建替（建築）工事に関し、契約金額９億５，５８８万    

９，０００円で、上滝・門田建設・輝工務店共同企業体と請負契約を締結

するものでございます。  

工事の概要は、鉄筋コンクリート造８階建て（一部３階建て）、延べ面積

５，４７４．３１平方メートルの建築を行うものでございます。  

 

第７７号議案  工事請負契約締結の件  

大黒住宅３番館建替（機械設備）工事に関し、契約金額２億１，３６７万

１，４９１円で、長北電設・振興産業共同企業体と請負契約を締結するも

のでございます。  

工事の概要は、大黒住宅３番館建替に伴う機械設備工事を行うものでご

ざいます。  

 

第７８号議案  佐世保市有財産取得の件  

 宮・針尾・江上・早岐・崎辺・愛宕・中里皆瀬・相浦及び黒島地区に配

備 す る ２ ８ ０ メ ガ ヘ ル ツ デ ジ タ ル 同 報 系 無 線 シ ス テ ム の 戸 別 受 信 機    

２万６，２９０台を５億２，４７０万円で購入するものでございます。  

 

第７９号議案  市道の認定の件  

道路法第８条第２項の規定により、黒髪町１７号線ほか２路線を認定す

るものでございます。  

 

第８０号議案  公有水面埋立てに関する意見の件  

九州防衛局が施行いたします崎辺町地先の公有水面の埋立てについて、

佐世保港港湾管理者に対し、支障がない旨の意見を述べるものでございま

す。  

 

第８１号議案  令和３年度佐世保市一般会計補正予算（第５号）  

今回の補正予算は、６，５８７万円でございまして、この結果、予算の

総額は、１，１８２億１，３９１万円と相成っております。  

民生費でございますが、社会福祉費におきまして、新型コロナウイルス
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感染症生活困窮者自立支援金支給事業費６，５８７万円を計上いたしてお

ります。  

 

これらの経費を賄う財源といたしまして、  

国庫支出金     ６，５８７万円  

を計上いたしております。  

 

本補正予算につきましては、制度の概要が先ごろ示され、本年７月より

申請受付を開始し、速やかに支給したいと考えておりますことから、先に

述べました、第６１号議案の一般会計補正予算に加え、提案させていただ

いた次第でございます。  

 

第１０号報告  令和２年度佐世保市一般会計補正予算（第２０号）市長専

決処分報告の件  

令和３年３月３１日で市債の額が確定したことに伴う地方債の限度額の

追加及び変更について、地方自治法第１７９条の規定により専決処分いた

しましたので報告し、その承認をお願いするものでございます。  

 

第１１号報告  令和３年度佐世保市一般会計補正予算（第２号）市長専決

処分報告の件  

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育

て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、ひとり親

世帯への「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」

の支給に早急に取り組む必要があったことから、所要額の追加を、地方自

治法第１７９条の規定により専決処分いたしましたので報告し、その承認

をお願いするものでございます。  

 

第１２号報告  令和３年度佐世保市一般会計補正予算（第３号）市長専決

処分報告の件  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を図るため、新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業における医療機関等での個別接種の実施に

早急に取り組む必要があったことから、所要額の追加を、地方自治法第

１７９条の規定により専決処分いたしましたので報告し、その承認をお願

いするものでございます。  

 

第１３号報告  令和２年度佐世保市一般会計継続費繰越計算書報告の件  

第１４号報告  令和２年度佐世保市住宅事業特別会計継続費繰越計算書報

告の件  

以上２件につきましては、地方自治法施行令第１４５条第１項の規定に
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より報告するものでございます。  

 

第１５号報告  令和２年度佐世保市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の

件  

第１６号報告  令和２年度佐世保市住宅事業特別会計繰越明許費繰越計算

書報告の件  

第１７号報告  令和２年度佐世保市競輪事業特別会計繰越明許費繰越計算

書報告の件  

以上３件につきましては、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定に

より報告するものでございます。  

 

第１８号報告  令和２年度佐世保市一般会計事故繰越し繰越計算書報告の

件  

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により報告するものでござい

ます。  

 

第１９号報告  令和２年度佐世保市水道事業会計予算繰越計算書報告の件  

第２０号報告  令和２年度佐世保市下水道事業会計予算繰越計算書報告の

件  

以上２件につきましては、地方公営企業法第２６条第３項の規定により

報告するものでございます。  

 

第２１号報告  佐世保市過疎地域等における固定資産税の課税免除及び不

均一課税に関する条例の一部を改正する条例に係る市長専

決処分報告の件  

過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法の施行に伴い、固定資産税の課税免除の対象物の取得期

間に係る規定の改正について、地方自治法第１７９条の規定により専決処

分いたしましたので報告し、その承認をお願いするものでございます。  

 

第２２号報告  佐世保市税条例の一部を改正する条例に係る市長専決処分

報告の件  

地方税法の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置に

関する規定及び軽自動車税の環境性能割の軽減に関する規定の改正につい

て、地方自治法第１７９条の規定により専決処分いたしましたので報告し、

その承認をお願いするものでございます。  

 

第２３号報告  佐世保市営住宅条例の一部を改正する条例に係る市長専決

処分報告の件  
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過疎地域自立促進特別措置法の失効及び過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法の施行に伴い、条文中の引用の改正について、地方自治

法第１７９条の規定により専決処分いたしましたので報告し、その承認を

お願いするものでございます。  

 

第２４号報告  佐世保市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運

営に関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例の

一部を改正する条例に係る市長専決処分報告の件  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部

改正に伴い、佐世保市指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準等を定める条例及び佐世保市指定通所支援の事業等の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例における、条文中の引用条項及び

文言の整理に係る改正について、地方自治法第１７９条の規定により専決

処分いたしましたので報告し、その承認をお願いするものでございます。  

 

第２５号報告  工事請負契約（変更契約）締結に係る市長専決処分報告の

件  

木場漁港木場北防波堤災害復旧工事に関し、波浪の影響により工事の進

捗に遅れが生じたことに伴い、令和３年３月３１日までとしていた工事期

間を令和３年 ４月 ３０日までに 変更 することにつ いて 、地方自治法 第

１７９条の規定により専決処分いたしましたので報告し、その承認をお願

いするものでございます。  

 

第２６号報告  建物明渡等請求訴訟の提起及び和解の申立て並びに損害賠

償の額の決定に係る市長専決処分報告の件  

市営住宅使用料滞納者に対する建物明渡等請求訴訟の提起及び和解の申

立て並びに市道の管理瑕疵等に係る損害賠償の額の決定について、地方自

治法第１８０条の規定により専決処分いたしましたので、報告するもので

ございます。  

以上、何とぞよろしくご審議のうえ、ご賛同賜りますようお願い申し上

げます。  

 

引き続きまして、お許しをいただき、新型コロナウイルス感染症に係る

対応状況等及び３月議会から今日までの市政の重要事項について報告申し

上げます。  

 

【新型コロナウイルス感染症に係る対応状況等について】  

ご報告の前に、まずもって新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
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感染症対策に日々ご協力いただいている市民の皆様、議員の皆様に対し、

改めて心よりお礼を申し上げますとともに、感染のリスクを抱えながら市

民の生命や暮らしを支えていただいている医療従事者の皆様をはじめ、

様々な業界や分野で、日々ご尽力をいただいている皆様に対しまして、心

より感謝とおねぎらいを申し上げます。  

加えて、医療従事者の皆様におかれましては、ワクチン接種の実施に当

たっても、多大なるご協力をいただいており、改めて感謝を申し上げる次

第です。  

 

新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況としましては、全国的に見て

も第４波に入ってから、３回目の緊急事態宣言が発せられるなど、第３波

以上の感染拡大が続いております。  

県内においても、４月末からの感染拡大により、県は、５月１３日、感

染段階を示す指標を最高レベルの「ステージ５」にするとともに、病床確

保計画に基づく県のフェーズも最大の「緊急時対応」に引き上げるなど、

最大級の対応を図ったところです。  

その後、感染状況は、５月末頃からやや落ち着いてきたため、ステージ

は「３」に、フェーズは「４」に引き下げられましたが、全国的には、緊

急事態宣言が発令中の地域もあり、いまだ収束の道筋が見えない状況が続

いております。  

また、本市の感染状況としましても、４月中旬頃から、ほぼ毎日新規感

染者が発生している状態が続いており、特に５月末頃からは、飲食店に関

係する感染のほか、若年層への感染、感染経路不明の案件が増加傾向にあ

ることから、医療提供体制のひっ迫を招く恐れもあると判断し、６月４日

付けで、本市独自の感染対策であるフェーズを「３」から「４」に引き上

げたところです。  

本市では、これに合わせ、関係各機関へ個別に感染症対策の徹底に関す

る要請を行うほか、高齢者の利用が多い市の施設を休館し、繁華街でのス

クリーニング検査を実施しているところです。  

市民の皆様には、「不要不急の外出等の自粛」や「飲食を伴うなど、感染

拡大の可能性が高いイベント・会合等は中止又は延期」をご検討いただき、

お一人お一人が、感染症対策を徹底して継続していただきますようお願い

いたします。  

 

また、新型コロナウイルス感染症を抑え込む切り札であるワクチンを多

くの皆様に接種していただくことが、感染症対策として最も効果的である

と考えております。  

本市においても、２月２２日からの医療従事者の方への先行接種に続き、

５月１０日からは高齢者の方への接種予約の受付を開始し、医療機関等で
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行う個別接種は５月２５日から、地域の小中学校等で行う集団接種は５月

２６日から、順次開始したところでございます。  

予約受付開始当初は、コールセンターに電話が集中したことで、一日中

つながらない状態が続き、市民の皆様方には、大変ご不便、ご迷惑をおか

けいたしましたが、ホームページやメディア等を通して、インターネット

の方が予約が取りやすいことを広報したことに加え、ネット予約のご支援

についても各地域で取り組んでいただいたことなどもありまして、少しず

つ混乱も収まり、現在では、コールセンター、インターネットとも、大き

な混乱はなく次第に落ち着きつつあります。  

なお、６５歳以上の高齢者約８万２，０００人のうち、６月１３日現在、

接種予約を終えた方は約５万人で、そのうち１回以上の接種を終えた方は

４万８，３８２人、対象高齢者のうち約５９％となっており、医療従事者

等を含めますと６万１，２１５人の方が１回以上の接種を終えている状況

でございます。  

ワクチンは、予定通り入荷しており、希望する方は必ず接種することが

できますので、慌てることなく、安心して予約をしていただければと存じ

ます。  

集団接種の状況ですが、５月２６日から体育文化館や大塔小学校など

５ヶ所の接種会場を皮切りに、毎週、市内５会場で実施しており、当初は、

会場で滞留する場面や接種日を間違って来場される方がおられたなどのこ

ともありましたが、キャンセル等で余ったワクチンは、保育所や幼稚園等

従事者の方に接種するなど、まずは順調に進行いたしております。  

現在では、スタッフの熟度も向上したことで、接種会場も円滑に運営で

きております。  

集団接種をご利用の皆様には、混雑を避けるため、接種時間どおりに会

場にご来場いただきますようお願いいたします。  

今後のワクチン接種については、６４歳以下の方も対象となり、接種対

象年齢も１６歳以上から１２歳以上に拡大されておりますが、６５歳以上

の方の１回目の接種が一定程度進みましたら、まずは、重症化リスクの高

い基礎疾患のある方や高齢者施設等の従事者、また、３密を避けることが

極めて難しい環境にある保育所や幼稚園等従事者、小中学校等の先生方な

どを優先して接種を行ってまいりますので、ご理解とご協力のほどよろし

くお願いいたします。  

 

今や感染の大半が、従来型から、「感染力が強い、若い方も感染しやすい、

重症化しやすい」といった特性を持つ変異株へと置き換わっており、感染

経路不明の割合も多くなっていることから、市中感染が広がりつつある状

況であると考えられ、これまで以上の感染症対策の徹底が必要となってお

ります。  
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市民の皆様、議員の皆様、また事業者の皆様には、長い間、大変なご不

便をおかけしておりますが、今しばらくご辛抱いただき、「コロナに負けな

い元気なまち佐世保」を目指して、引き続き、ご理解とご協力を賜ります

ようお願いいたします。  

 

次に、本市の感染症にかかる経済対策についてでございます。  

 

３月定例市議会においてご承認をいただき、実施しておりました、佐世

保市時短・外出自粛等影響関連事業者一時支援金給付事業につきましては、

去る５月３１日をもちまして申請受付を終了しております。  

６月１１日現在、２，９３６の事業者に対し、総額６億１，５２０万円

の給付を行っております。  

今回の補正予算では、ワクチン接種の効果等による新型コロナウイルス

感染症の感染状況が落ち着いてきた段階を見据え、県が実施する「ふるさ

とで“心呼吸”の旅キャンペーン」および「飲食店における感染症防止対

策の認証制度」と連動した、観光振興事業や飲食店来店応援事業を計上し

ております。  

現在、新型コロナウイルス感染症への対応状況は、感染拡大を抑制する

段階ではございますが、ワクチン接種が効果を発揮し、新型コロナウイル

ス感染症が収束すれば、全国一斉に景気回復に向けた取り組みが始まるも

のと思います。  

今回、補正予算で計上したこれらの事業により、この先の経済の回復期

における備えをしっかりと行うことで、適時適切に時機を逸することなく

事業を実施し、経済の回復そして活性化の波を捉えてまいります。  

 

【福井洞窟ミュージアムのオープンについて】  

４月２８日、吉井地区複合施設内に「福井洞窟ミュージアム」がオープ

ンいたしました。  

「福井洞窟ミュージアム」は、吉井町福井地区に所在する国指定史跡「福

井洞窟」の出土品を適切に保存するとともに、約 1 万９，０００年前の旧

石器時代から縄文時代早期までの日本列島における人類の暮らしぶりをう

かがい知ることができる貴重な文化財として、その高い学術的価値を分か

りやすく紹介する施設となっております。  

ゴールデンウイーク期間中、ご家族連れなど、多くの皆さまにお越しい

ただき、５月５日までの連休期間は約２，９００人、５月３１日現在では、

５，０８７人の方々にご来場いただきました。  

今後はこの「福井洞窟ミュージアム」を拠点として、福井洞窟を含む

３１の洞窟遺跡が所在いたします「洞窟遺跡日本一のまち佐世保」を広く

国内外に情報発信してまいります。  
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【令和３年成人式典について】  

新型コロナウイルス感染症拡大のため、１月１０日から延期しておりま

した「令和３年成人式典」について、成人の皆様をお迎えした通常の開催

を検討いたしましたが、再び感染状況の悪化が続いたことから、去る５月

５日、無観客による開催とし、式典進行を会場からライブ配信する形で執

り行いました。  

また、通常開催ができなくなったことから、関連お祝い企画として、５月

３日から３日間、市内７か所への「フォトブース設置」と、多くの方から

いただいた「おめでとう」の言葉や写真を一つの動画につなげ、佐世保東

翔高等学校吹奏楽部の演奏にのせて新成人に届ける「おめでとう動画」の

作成を行いました。  

通常とは異なる形での開催でございましたが、新成人をはじめ関係の皆

様からの喜びの声も聞こえ、新成人を祝い励ますとともに、大人としての

自覚を促す機会として意義深い式典を新しい形で開催することができたこ

とを、大変嬉しく思っております。  

式典開催に当たり、ご理解、ご協力いただいた議員の皆様をはじめ関係

各所の皆様に、この場をお借りして深く感謝を申し上げます。  

 

【聖火リレーの開催について】  

５月８日、本市において東京２０２０オリンピック聖火リレーを開催し

ました。  

松浦公園から新みなと暫定広場までの約２．４キロメートルを１６人の

ランナーが繋ぎ、最終ランナーは、日米のプロ野球で活躍された本市出身

のオリンピアン、城島健司氏が務められました。  

ゴール 地点 の新 み なと暫 定広 場で は 「セレ ブレ ーシ ョ ン」を 行い 、

５００名の来場者の皆様と共に聖火の到着を祝い、無事に次の開催地へと

聖火をつなぐことができました。  

当日は、約２００名のボランティアの方々や、佐世保警察署など多くの

関係者の皆様に多大なご協力をいただき、無事に終了することができまし

た。この場をお借りして、改めてお礼申し上げます。  

また、聖火リレーに伴う交通規制や夜間の開催ということで、多くの市

民の皆様並びに近隣店舗等の皆様にご迷惑をお掛けした点につきましても、

ご理解、ご協力いただきましたことに感謝申し上げます。  

現在、コロナ禍の厳しい中ではございますが、来る７月２３日からのオ

リンピック・パラリンピックが無事に開催されることを願っております。  

 

以上、新型コロナウイルス感染症に係る対応状況等及び市政の重要事項

について報告申し上げましたが、今後とも、市政全般にわたり、議員皆様
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方からご意見、ご提案を賜りながら市政を推進してまいりたいと存じます

ので、何とぞよろしくお願い申し上げます。  

 


